
　　平成２５年２月２８日（木）午後２時　玉名市福祉センター 会議室Ｂ
　に招集した。

１．本日の出席委員は、次のとおりである。

１番  東　  令佐 ２番　取本　一則 ３番　清田　順次 ４番　西川　英文

５番　井上　清晴 ６番　鶴田　克士 ７番　永田　知博 ９番　荒木ひろ子

10番　坂本　誠二 11番　竹下　宏介 12番　坂西　孝之 13番　本田多美子

15番　丸山　近信 16番  田辺　信之 17番　鍬本　勝利 18番　荒木まつ子

19番　大野　金生 21番  田上  　一 22番  原口　邦弘 23番　小路　修三

24番  德井　勝美 25番　田上　  均 26番　小島　昌文 27番　植田　勇一

28番　三川　  了 29番　田上　輝行 30番　米野　旨雄 31番　松本　哲海

32番　生田三之利 33番　谷川　文武 34番  岩永　幹生 35番　池本　信秋

36番　小田　　募

８番　永田　達三 14番　森川　正志 20番　福田　友明

１．傍聴者数は、次のとおりである。

   ０ 名

１．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　永井 正治 次長　西村　則義 係長　二階堂　正一郎

主任　宮田 正文 主任　清田  静香

１．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

   １ 名

議　題

第　１０号  農地の買受適格証明願（転用目的）について

第　１１号　農地の所有権移転許可申請について（３条許可分）

第　１２号　農地の賃貸借権設定許可申請について(３条許可分)

第　１３号　農地の使用貸借権設定許可申請について（３条許可分）

第　１４号　農地の転用許可申請について（４条許可分）

第　１５号　農地の転用許可申請について（５条許可分）

第　１６号　農用地利用集積計画の決定について

１．本日の欠席委員は、次のとおりである。
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第　３号 　農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）

第　４号   農地の形状変更届について
第　５号 　許可不要転用届について
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１．開 会  

○事務局長（永井正治君） 皆さん改めまして、こんにちは。定刻になりましたので、

開会したいと思います。 

現在の出席委員は３６名のうち、永田達三委員、福田委員、森川委員３名の方か

ら欠席の届けが出ております。３３名の出席でございますので、玉名市農業委員会

会議規則第６条の規定によりまして会議は成立しております。 

ただいまから、平成２５年第２回玉名市農業委員会総会を開催いたします。 

まず、東会長よりご挨拶をいただきまして、引き続き会議規則第４条により議長

をお願いし、進行をしていただきます。よろしくお願いします。 

○会長（東 令佐君） 皆さん、こんにちは。本日は何かとお忙しい中、ご出席いただ

きましてありがとうございます。 

早速、議事に入りたいと思います。本日の議案は、議第１０号より議第１６号ま

で６７件と報告２５件が提案されています。慎重なる審議、よろしくお願いいたし

ます。 

本日の議事録の署名人は、１６番田辺信之委員と１７番鍬本勝利委員にお願いい

たします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．議 題 

○議長（東 令佐君）それでは、議事に入ります。 

議第１０号、農地の買受適格証明願（転用目的）についてを議題といたします。 

事務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議案１ページをお願いします。 

議第１０号、農地の買受適格証明願（転用目的）について。下記のとおり公売に

付される農地の買受適格証明願を承認するものとする。平成２５年２月２８日提

出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

１番、天水町の願出人で、公売物件が天水町の畑３２８㎡です。転用目的が貸駐

車場です。申請地の隣接で排水工事業を願出人の夫が営んでおり、自宅もあります。

現在の敷地では従業員用の駐車場が不足しているため、申請地を駐車場として利用

されるものです。農地区分は住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に

該当し、申請地の外に適当な代替地がないものと判断しております。入札日が４月

２４日、開札日も同じく４月２４日で、入札終了後即時となっております。 

２番、大浜町の願出人で、公売物件が岱明町の畑９４８㎡で、転用目的が貸資材

置場です。申請地の隣接に所有地があり、廃土・残土置場、重機置場、資材置場と

して活用されておりますが、手狭になっており、申請地を貸資材置場として使用さ
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れるものです。農地区分は住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に該

当し、申請地の他に適当な代替地がないものと判断しております。入札日が３月７

日です。開札日も同じく３月７日で、入札後即時となっております。 

附帯決議として下記に記載しておりますけれども、買受適格証明の交付を受けた

者が、最高価買受願出人又は次順位買受願出人となり、５条許可申請が提出された

場合は、この審議をもって意見を付して許可するものとする、という附帯決議が付

きます。 

以上です。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次担当委員の

説明をお願いいたします。 

○３３番（谷川文武君） この物件は、隣に願出人が隣接しておられまして、この方は

会社を営んでおられます。水路等も完備しておりますので、駐車場ということで、

雨水の心配等もないものと思われます。何ら問題なく許可相当と判断いたします。 

○議長（東 令佐君） ２番。 

○２１番（田上 一君） 競売物件でありまして、転用目的として貸資材置場を希望さ

れています。選定理由として、自分の土地が近隣にありますので、それを一体とし

て使用したいということでした。第２種農地の畑でありまして、その畑は耕作も何

もできておりません。資材置場が手狭になり、資材置場として使用するとのことで

した。申請地の西側に３軒の宅地がありますけれども、雨水とかは地下浸透して、

隣接の被害があった場合は、速やかに対策をとってもらうということでした。また

本人の私有地の間には里道が付いとって、境印が全然なかったので、地元の区長さ

んや地権者の立ち会いのもと、速やかに境界分を明確にしてもらうように、処理は

しておきました。その他特に問題はないと思いますので、許可相当と判断いたしま

す。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はありません

か。 

(なしの声) 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

農地の買受適格証明願（転用目的）について、原案どおり決定することに異議の

ない方は、挙手をお願いいたします。 

(全員 挙手) 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第１０号は承認することに決定しま

した。 

議第１１号、農地法第３条、農地の所有権移転許可申請についてを議題といたし
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ます。 

事務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第１１号、農地の所有権移転許可申請について。農地法

第３条第１項の規定による下記農地の所有権移転許可申請について許可するものと

する。平成２５年２月２８日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

１番、長崎県佐世保市、長崎県諫早市、神奈川県相模原市、横浜市と三ッ川の申

請人で、申請物件が三ッ川の畑５７５㎡外２筆、計１,２７７㎡を親戚へ贈与するも

のです。 

２番、長崎県佐世保市、長崎県諫早市、神奈川県相模原市、横浜市と三ッ川の申

請人で、申請物件が三ッ川の畑１６６㎡外３筆、計２,９８５㎡を親戚へ贈与するも

のです。 

３番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田５９１㎡を労力不足と耕作便利

による売買です。 

４番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田７０７㎡を労力不足と規模拡大

による売買です。 

５番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田２,３２９㎡を子へ贈与するも

のです。 

６番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田３,１６０㎡を子へ贈与するも

のです。 

７番、天水町と熊本市河内町の申請人で、申請物件が天水町の畑９５８㎡外３筆、

計２,３６０㎡を労力不足と規模拡大による売買です。 

８番、富尾の申請人で、申請物件が富尾の田１,０３６㎡を労力不足と耕作便利

による売買です。 

９番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑１,７６５㎡を経営縮小と耕作

便利による売買です。 

１０番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑２２１㎡を妻へ贈与するもの

です。 

１１番、横田の申請人で、申請物件が横田の畑２５５㎡を相手方の要望と耕作便

利による売買です。 

１２番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑３４４㎡外４筆、計１,１２

９㎡を、子へ贈与するものです。 

１３番、天水町の申請人で、申請物件が青野の畑２,８１７㎡を交換するもので

す。 

１４番、天水町の申請人で、申請物件が青野の畑３,８００㎡を交換するもので
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す。 

１５番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の畑９,６７６㎡外１筆、計１万

６,８１０㎡を、経営縮小と規模拡大による売買です。 

以上、１５件４万１,２４２㎡をご提案申し上げております。農地法第３条第２

項各号の禁止規定に照らし、申請内容を審査しました。取得後の全ての農地を利用

すること、機械、労働力、技術、地域との関係などを見ても問題ないこと、下限面

積要件も超えていることから、許可要件の全て満たしていると判断しましたので、

ご提案しました。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次担当委員の説明を

お願いいたします。 

○１７番（鍬本勝利君） １番の案件について説明します。譲渡人と譲受人はいとこ同

士で、譲渡人は現在他県に住んでおられ、田畑を荒らすよりいとこに譲渡した方が

いいということで申請されました。譲受人は下限面積も満たされており、機械力も

あり、農繁期には息子さんが手伝いに来られるとのことで、親戚でもあり、許可相

当と判断します。 

２番も、譲渡人と譲受人はやはりいとこ同士で、２番の方は息子さんと同居をさ

れており、土日は息子さんが農業の手伝いをされるということで、下限面積も満た

されており、機械力もあり、何ら問題もなく許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、３番。 

○２７番（植田勇一君） 労力不足と耕作便利ということで、隣接地の農業で、米、ト

マトに従事されており、問題ないものと思います。許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、４番。 

○２７番（植田勇一君） 労力不足と規模拡大ということでなっておりますけれども、

耕作便利ということです。隣接地ということです。米を作付けされており、許可相

当と判断します。 

○議長（東 令佐君） ５番。 

○２８番（三川 了君） 渡人と受人は親子関係で、子への贈与ということで、下限面

積も満たしており、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） ６番。 

○２６番（小島昌文君） 譲渡人と譲受人は親子関係で、子に贈与するものです。実際

に米とイチゴを作っており、下限面積も満たしており、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、７番。 

○３４番（岩永幹生君） 譲渡人は労力不足、譲受人は規模拡大で、下限面積も満たさ

れておりますので許可相当と判断します。 
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○議長（東 令佐君） 次、８番。 

○２番（取本一則君） 譲渡人は兼業で譲受人は専業農家でございます。申請地は譲受

人の隣接地にあるため、ぜひ耕作便利のために自分に譲ってくれないかという申し

出があっていたようでございます。この土地は、圃場整備をされた優良な農地でご

ざいまして、譲受人も今現在６２歳ということで、まだ家族でバリバリやっており

ますので、許可相当と判断いたします。 

○議長（東 令佐君） 次、９番。 

○３６番（小田 募君） 譲渡人の経営縮小と譲受人の耕作便利で近所に住んでおられ

ますので、許可相当と判断いたします。 

○議長（東 令佐君） 次、１０番。 

○３２番（生田三之利君） 譲渡人と譲受人はご夫婦であり、妻へ贈与されるものであ

ります。また、ミカン畑を栽培されており、下限面積も満たされておりますので許

可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、１１番。 

○１２番（坂西孝之君） 相手方の要望と耕作便利ということになっていますけれども、

内容は耕作放棄地解消地につながりますので、許可相当であると判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、１２番。 

○３５番（池本信秋君） 譲渡人と譲受人は親子関係で、子へ贈与するものです。また

ミカンを一緒に栽培されておられます。また下限面積も満たされており、許可相当

と判断します。 

○議長（東 令佐君） １３番。 

○３３番（谷川文武君） １３番と１４番は関連しておりますので、一緒にご説明申し

上げます。隣接農地でありまして、お互いの耕作便利のための交換ということにな

っております。また、お互いにミカンを栽培されており、下限面積等も十分であり

ますので、何ら問題ないものと判断いたします。 

○議長（東 令佐君） 次、１５番。 

○２９番（田上輝行君） ２人は同じ部落に住んでおられます。片側は規模縮小という

こと、片側は規模拡大ということで、問題なく、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はありません

か。 

(なしの声) 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

農地法第３条、農地の所有権移転許可申請について、原案どおり決定することに

異議のない方は挙手をお願いいたします。 
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(全員 挙手) 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第１１号は許可することに決定しま

した。 

議第１２号、農地法第３条、農地の賃貸借権設定許可申請についてを議題といた

します。事務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第１２号、農地の賃貸借権設定許可申請について。農地

法第３条第１項の規定による下記農地の賃貸借権設定許可申請について許可するも

のとする。平成２５年２月２８日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

１番、大浜町と小野尻の申請人で、申請物件が大浜町の田３,４４３㎡外２筆、

計６,３０１㎡を、労力不足と規模拡大により、平成２５年３月１日から５年間の契

約をするものです。 

２番、石貫と三ッ川の申請人で、申請物件が三ッ川の田２,６９４㎡を、労力不

足と耕作便利により、平成２５年３月１日から５年間の契約をするものです。 

３番、岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の田１,７０１㎡を、労力不足と規

模拡大により、平成２５年３月１日から１０年間の契約をするものです。 

４番、伊倉北方と岱明町の申請人で、申請物件が大浜町の田１,８９２㎡外１筆、

計３,７８４㎡を、労力不足と相手方の要望により、平成２５年３月１日から５年間

の契約をするものです。 

５番、岩崎の申請人で、申請物件が秋丸の田４,１８６㎡外１筆、計４,６４２㎡

を、労力不足と規模拡大により、平成２５年２月２８日から５年間の契約をするも

のです。 

６番、下と玉名の申請人で、申請物件が川部田の田１,４９５㎡を、労力不足と

規模拡大により、平成２５年３月１日から１０年間の契約をするものです。 

７番、岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の田９５２㎡を、労力不足と規模拡

大により、平成２５年３月１日から５年間の契約をするものです。 

８番、大浜町の申請人で、申請物件が大浜町の田１,９８５㎡を、労力不足と規

模拡大により、平成２５年２月２８日から１年間の契約をするものです。 

９番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の田１,８３７㎡を、労力不足と規

模拡大により、平成２５年３月１日から５年間の契約をするものです。 

１０番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の樹園地１,２２４㎡外９筆、計

１万４,２８３㎡を、労力不足と規模拡大により、平成２５年３月１日から５年間の

契約をするものです。 

１１番、石貫と亀甲の申請人で、申請物件が石貫の田１３８㎡外２筆、計１,１

８２㎡を、相手方の要望と規模拡大により、平成２５年３月１日から５年間の契約
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をするものです。 

以上、１１件、４万８５６㎡をご提案申し上げております。農地法第３条第２項

各号の禁止規定に照らし、申請内容を審査しました。取得後の全ての農地を利用す

ること、機械、労働力、技術、地域との関係など見ても問題ないこと、下限面積要

件も超えていることから、許可要件の全て満たしていると判断しましたのでご提案

しました。よろしくご審議をお願いします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次担当委員の説明を

お願いいたします。 

１番。 

○１１番（竹下宏介君） 貸人は労力不足、借人は規模拡大で、借人は米、麦、大豆を

栽培されます。また下限面積も満たされており、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） ２番。 

○１７番（鍬本勝利君） 貸人は労力不足、借人は耕作便利、借人は奥さんと２人で米

や野菜を作っておられ、機械力もあり、下限面積も足り、何ら問題ないと思います。

許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） ３番。 

○１８番（荒木まつ子君） 貸人は労力不足、借人は規模拡大で米を栽培されておられ

ます。所有農地より小作農地の全てを小作されており、労働力及び機械の使用状況

も下限面積も満たされており、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） ４番。 

○２１番（田上 一君） 貸人は労力不足、借人は相手方の要望ということで、両人と

も何十年の付き合いということで、借人の方は、１町から米を作っておられるし、

何も心配要らないと思います。許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） ５番。 

○３番（清田順次君） 貸人は労働力不足で、借人は現在稲作を中心に農業を取り組ん

でおられますが、規模拡大というようなことで、賃貸借権の設定という申請です。

許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、６番。 

○１６番（田辺信之君） 貸人と借人は奥様同士が姉妹です。貸人は労力不足、借人は

規模拡大で、下限面積も超えてますので、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、７番。 

○２３番（小路修三君） これも貸人の方は労力不足、借人の方は今稲を作ってじゃん

じゃん頑張っておられますので、別に問題なく、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） ８番。 
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○７番（永田知博君） これは賃貸借権設定で、１年間という短い期間を設けてありま

すけれども、所有権を移転する前の資金調達の間の賃貸契約ということです。許可

相当であると判断いたします。 

○議長（東 令佐君） 次、９番。 

○３０番（米野旨雄君） 貸人は労力不足、借人は規模拡大です。借人は米を栽培して

おられます。また所有農地や小作農地の全てを耕作されており、労働力、機械の所

有状況、下限面積も満たされているので許可相当と判断いたします。 

○議長（東 令佐君） １０番。 

○３３番（谷川文武君） 貸人は労力不足、借人は規模拡大ということで、借人は米、

ミカンを栽培しておられ、何ら問題点はなく、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。１１番は別に審議いたします。 

１０番まで説明が終わりました。これについて、質問はございませんか。 

(なしの声) 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

農地法第３条、農地の賃貸借権設定許可申請についての１番から１０番まで、原

案どおり決定することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

(全員 挙手) 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第１２号の１番から１０番までは許

可することに決定しました。 

引き続き１１番の審議に移りますが、申請人が農業委員さん本人となっており、

農業委員会法第２４条並びに農業委員会会議規則第１０条の規定に基づき、議事参

与の制限がありますので、退席をお願いいたします。 

― ２番 取本一則委員退室 ― 

それでは、担当委員の説明をお願いします。 

○３番（清田順次君） 貸人は相手方の要望というふうなことでございます。借人は職

業柄というか、そういうふうなことで農業に非常に意欲と情熱等持っておられて、

７年前より梅の栽培を南関町で実施されておられます。今現在、収穫も実れるとい

う状況だということで、今回友人の紹介で稲作にも取り組もうということで、農地

を確認されております。農作業機器等も保有されており、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問ありませんか。 

(なしの声) 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

農地法第３条、農地の賃貸借権設定許可申請についての１１番について、原案ど

おり決定することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 
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(全員 挙手) 

○ 議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第１２号の１１番について、許可

することに決定しました。 

― ２番 取本一則委員入室 ― 

議第１３号、農地法第３条、農地の使用貸借権設定許可申請についてを議題とい

たします。事務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第１３号、農地の使用貸借権設定許可申請について。農

地法第３条第１項の規定による下記農地の使用貸借権設定許可申請について許可す

るものとする。平成２５年２月２８日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

１番、熊本市河内町の申請人で、申請物件が天水町の畑１,４９９㎡を、経営縮

小と規模拡大により、平成２５年３月１日から１５年間契約をするものです。 

以上、１件、１,４９９㎡をご提案申し上げております。農地法第３条第２項各

号の禁止規定に照らし、申請内容を審査しました。取得後の全ての農地を利用する

こと、機械、労働力、技術、地域との関係など見ても問題ないこと、下限面積要件

も超えていることから、許可要件の全てを満たしていると判断しましたので、ご提

案いたしました。よろしくご審議をお願いします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。担当委員の説明をお願いいたします。 

○３４番（岩永幹生君） ただいま事務局の方から説明されたとおりで、許可相当と判

断します。 

○議長（東 令佐君） ご意見、ご質問はありませんか。はい、どうぞ。 

○４番（西川英文君） こういった案件は、地元の農業委員さんは判断がわからんと思

うとですけれども。やはり審議は、農業委員さんの所属地でするわけですか。 

○ 事務局長（永井正治君） ３条関係は属人で担当委員に説明をしていただいていま

す。ただ、町外の場合は属地で判断していただいています。 

○議長（東 令佐君） 他にご意見、ご質問はありませんか。 

(なしの声) 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

農地法第３条、農地の使用貸借権設定許可申請について、原案どおり決定するこ

とに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

(全員 挙手) 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第１３号は許可することに決定しま

した。 

議第１４号、農地法第４条、農地の転用許可申請についてを議題といたします。 

事務局より説明を求めます。 
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○事務局長（永井正治君） 議第１４号、農地の転用許可申請について。農地法第４条

第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平

成２５年２月２８日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

１番、申請物件が下の畑６７６㎡で、転用目的が山林です。農地区分は中山間地

域に存在する農地で第２種農地に該当し、申請地の外に適当な代替地がないものと

判断しております。 

２番、申請物件が伊倉北方の畑１,５３７㎡で、転用目的が４９.２８ｋｗの太陽

光発電施設です。農地区分は農業公共投資の対象となっていない１０ha未満の小集

団の生産性の低い農地で、第２種農地に該当し、申請地の外に適当な代替地がない

ものと判断しております。 

３番、申請物件が三ッ川の田４１８㎡で、転用目的が１７.２８ｋｗの太陽光発

電施設です。農地区分は中山間地域に存在する農地で第２種農地に該当し、申請地

の外に適当な代替地がないものと判断しております。 

４番、申請物件が松木の田４１１㎡で、転用目的が宅地分譲です。農地区分は都

市計画法に規定する用途区域内の農地で第３種農地と判断しております。 

５番、申請物件が山田の畑８４５㎡で、転用目的が４０.４ｋｗの太陽光発電施

設です。農地区分は上下水管等が２つ以上埋設された道路内で、かつ申請地からお

おむね５００ｍ以内に２つ以上の教育、医療施設等が存在する区域内の農地で第３

種農地と判断しております。 

６番、申請物件が岱明町の田７１６㎡外１筆、計１,１２５㎡で、転用目的が４

９.６８ｋｗの太陽光発電施設です。農地区分は農業公共投資の対象となっていない

１０ha未満の小集団の生産性の低い農地で第２種農地に該当し、申請地の他に適当

な代替地のないものと判断しております。 

以上６件、５,０１２㎡をご提案申し上げております。申請内容を農地転用、許

可基準全ての項目ごとに適合するか否か審査しました結果、いずれも不都合がない

ものと判断しましたので、ご提案申し上げております。地元委員さん同道の上、現

地調査を行っておりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。受付番号１番より順に担当委員の説明を

お願いいたします。 

１番は、顚末書が添付されておりますので、事務局よりさきに、顛末書の朗読を

お願いいたします。 

○事務局（二階堂正一郎君） ― １番の案件について顚末書朗読 ― 

○議長（東 令佐君） 担当委員、説明をお願いします。 

○１５番（丸山近信君） １番について説明します。現地は周囲もすべて山林でして、
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入る道もないということでですね、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、２番。 

○１２番（坂西孝之君） 太陽光発電施設でございます。周辺といいますか周りは自分

たちの住宅、畑でございまして、周囲に悪影響を及ぼす心配はないと思われます。

排水につきましては、雨水だけでございますので、枡を作って排水溝に流すという

ことで、何ら問題はなく許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、３番。 

○１７番（鍬本勝利君） 太陽光発電施設で、４１８㎡の土地に１７.２８ｋｗとパネル

枚数が１０８枚です。雨水は自然排水と自己水田への排水です。隣接の農地は全部

自分の水田であり、隣接地への被害はなく、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、４番。 

○３番（清田順次君） 当該申請地は松木地区の宅地基盤整備がされた申請地というふ

うなところでございます。北側と東側に現在アパートが建っているということで、

南側に市道が通っていて、市の下水道等も完備しているということです。西側には、

隣接地には差があるというふうなことですが、農作物とかの影響がないように十分

配慮して宅地に分譲するというふうなことで、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、５番。 

○４番（西川英文君） ここは前に形状変更ということで、許可をされておったところ

です。湿田を埋め立てして畑に変えたところです。場所は築山小学校のすぐ近くで

す。太陽光発電施設のためで、別に周辺に問題もなく、許可相当と判断いたします。 

○議長（東 令佐君） 次、６番。 

○１８番（荒木まつ子君） 太陽光発電施設設置です。太陽光発電システム、パネル２

８４枚を設置するということです。太陽光発電により土地活用ができ、太陽光発電

でＣＯ２を出さない自然エネルギーの誘致なので、環境にも貢献できると思います。

周囲は九州産交の駐車場と事務所があり、耕作地などもなく田畑への影響もないの

で、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はありません

か。 

(なしの声) 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

農地法第４条、農地の転用許可申請について、原案どおり許可相当と意見決定す

ることに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

(全員 挙手) 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第１４号について許可相当と意見決
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定することに決定しました。 

議第１５号、農地法第５条、農地の転用許可申請についてを議題といたします。 

事務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第１５号、農地の転用許可申請について。農地法第５条

第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平

成２５年２月２８日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

１番、申請物件が横島町の田１４７㎡で、転用目的が農業用倉庫です。農地区分

は農用地区域内にある農地です。農用地区域内にある農地は原則として許可するこ

とはできませんが、農振法第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定さ

れた用途に供するために行われるものについては、例外的に許可することができる

となっております。 

２番、申請物件が岱明町の畑１８５㎡で、転用目的が貸駐車場です。農地区分は

住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に該当し、申請地の外に適当な

代替地がないものと判断しております。 

３番、申請物件が岱明町の畑２２０㎡で、転用目的が個人住宅です。農地区分は

都市計画法に規定する用途区域内の農地で、第３種農地と判断しております。 

４番、申請物件が岱明町の畑３３９㎡外１筆、計４８４㎡で、転用目的が個人住

宅及び通路です。農地区分は上下水管等が２つ以上埋設された道路沿いで、かつ申

請地からおおむね５００ｍ以内に２つ以上の教育・医療施設が存在する区域内の農

地で、第３種農地と判断しております。 

５番、申請物件が伊倉北方の畑４９３㎡外４筆、計１,２４４㎡で、転用目的が

２棟の建売住宅及び通路です。農地区分は住宅の連担する区域に近接する農地で、

第２種農地に該当し、申請地の他に適当な代替地がないものと判断しております。 

６番、申請物件が岱明町の田４５９㎡で、転用目的が個人住宅です。農地区分は

住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に該当し、申請地の他に適当な

代替地がないものと判断しております。 

７番、申請物件が両迫間の田４５４㎡で、転用目的が個人住宅です。農地区分は

おおむね１０ha以上の一団の農地内にある農地で、第１種農地と判断しております。

第１種農地は原則不許可でございますけれども、申請に係る土地の周辺地域におい

て、居住する者の日常生活上または業務上必要な施設で、集落に接続して設置され

るものということで、例外的に許可可能であります。 

８番、申請物件が岱明町の畑７７０㎡で、転用目的が個人住宅及び事業用車駐車

場、これはトラック３台分です。農地区分は上下水管が２つ以上埋設された道路沿

いで、かつ申請地からおおむね５００ｍ以内に２つ以上の教育、医療施設が存在す
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る区域内の農地で、第３種農地と判断しております。 

９番、申請物件が岱明町の田４９５㎡で、転用目的が個人住宅です。農地区分は

上下水管等が２つ以上埋設された道路沿いで、かつ申請地からおおむね５００ｍ以

内に２つ以上の教育・医療施設が存在する区域内の農地で、第３種農地と判断して

おります。 

１０番、申請物件が立願寺の畑９９㎡で、転用目的が資材置場です。農地区分は

都市計画法に規定する用途区域内の農地で、第３種農地と判断しております。 

１１番、申請物件が立願寺の畑１１㎡で、転用目的が通路です。これは１０番の

案件の資材置場へ行くための通路でございます。農地区分は都市計画法に規定する

用途区域内の農地で、第３種農地と判断しております。 

以上、１１件、４,５６８㎡をご提案申し上げております。申請内容を農地転用

許可基準全ての項目ごとに適合するか否か審査しました結果、いずれも不都合がな

いものと判断しましたので、ご提案申し上げております。地元委員さん同道の上、

現地調査を行っておりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次担当委員の説明を

お願いいたします。 

１番。 

○２９番（田上輝行君） これは前は住宅が建っておったところに農業用倉庫というこ

とで、面積が少し足らんということで、広めたいということで申請がありまして、

雨水は建物以外は自然浸透で、建物は雨樋でＵ字溝に流して、西側の排水路に流す

ということでございました。現地調査の結果、何ら問題なく、許可相当と判断しま

す。 

○議長（東 令佐君） ２番。 

○２１番（田上 一君） 譲受人が玉名のナフコの横の７００ｍばかり前にキノコの栽

培をやっておるんですけれど、そこの増設工事をやるのに、従業員の駐車場が足り

ないので、そのための作業です。農地は第２種農地の農用地区域外ですけれども、

南側には雨水の枡を２個据えてあるし、他に迷惑をかけることは心配ないと思いま

す。隣接地の方にも許可をもらってあるとのことで、何も心配はなく、許可相当と

判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、３番。 

○２１番（田上 一君） 譲受人は、現在玉名市に住んで不動産業の会社員です。転用

の目的は個人住宅で、第３種農地、農用地区域外です。申請地は専大玉名の南側の

境川の根元付近、岱明町が下川原土地区画整備事業を行った地域で、閑静な住宅地

です。排水関係は、給水は玉名市の上水道、生活雑排水、汚水は市の下水道、汚水
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は一応汚水枡を作って、雨水は雨水枡を４カ所に作ってあって、側溝に流す計画を

立てておられます。周辺のブロックを積む計画をされておられますけれども、隣接

の方に迷惑をかけないようにするということで、許可は相当であると判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、４番は始末書が添付されておりますので、さきに、事務局

より始末書の朗読をお願いいたします。 

○事務局（二階堂正一郎君） ― ４番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（東 令佐君） 担当委員、説明をお願いします。 

○２３番（小路修三君） 申請人は現在玉名市の松木のアパートに住んでおり、このた

び個人専用住宅を新築計画したところ、小学校も近く、周辺環境に施設があり安心

して住めそうなので選定したということです。事業面積は３３９㎡及び１４５㎡で

ございます。自己専用住宅は１９９.３７㎡、それから進入道路は私道で、これが今

始末書の内容で１４５㎡を４０分の１４５ということでございます。給排水につい

ては、給水は町の上下水道を利用して、生活用雑排水は公共下水道の流れというこ

とで、雨水は雨水枡による側溝に流すということです。平地でありますし、土砂の

流出もないと思われます。特に問題はありません。許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、５番。 

○１２番（坂西孝之君） ２戸の建売住宅及び進入路の通路でございます。給水は上水

道を利用するということでございまして、生活雑排水は合併浄化槽で処理して排水

溝へ排水するということです。雨水は自然浸透と側溝に流すということでございま

して、何ら問題もなく許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、６番。 

○１８番（荒木まつ子君） 個人住宅で、総面積が４５９㎡で、給水方法としまして、

公共上水道から給水、生活雑排水、汚水は合併層等設置し、浄化後側溝に放流。雨

水は雨水枡を設置し、オーバーフロー後側溝に放流されます。周辺は農地への影響

もないので、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、７番。 

○１６番（田辺信之君） 申請人は現在阿蘇一宮町に住んでいます。親が年ということ

で、親の近くに住みたいということで、土地を生前贈与を受けて個人住宅を建てる

ということです。申請地は住宅が建ち並ぶ区域に位置し、東西の水田の方からは個

人住宅を建てるということで許可をもらっています。南側が市道で北側は水路とな

っています。給水と生活雑排水は市の上下水道を利用し、雨水は北側の水路または

自然浸透による排水溝という計画です。申請地は擁壁で囲み、１ｍ程度盛土をする

計画です。工事の際は被害防除にも十分注意する計画となっています。現地調査の

結果、本件は許可相当と判断します。 
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○議長（東 令佐君） 次、８番。 

○２１番（田上 一君） 譲受人は現在借家にお住まいで、リサイクル業を営んでおら

れるようです。転用目的は個人住宅及び事業用の駐車場であり、第３種農地で農用

地区域外です。申請地は岱明町の東北部の鹿児島本線の南側に位置して、周辺は西

と東に大変畑が多く、近辺は閑静な住宅地で、生活環境はとてもいいところです。

給水、排水、雑排水は市の下水道を利用するそうです。雨水については、雨水枡を

設置して、道路の側溝に流すそうです。敷地の周辺は最小限のブロックで囲み土砂

の流れを防ぐ計画をされておられますので、隣接地に迷惑のかからないようにお願

いするということで、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、９番。 

○２１番（田上 一君） 譲渡人は孫に当たります。現在妻と子ども２人のアパート住

まいで、公務員です。転用目的は個人住宅で、第３種農地、農用地区域外です。申

請地は、先ほどの物件の南の方に当たり周辺は住宅が建っており、生活環境はとて

も便利ないいところです。給水、排水、雑排水等は市の下水道、雨水は雨水枡を作

って道路の側溝に流すということです。東、南、西側の方は境杭を打って、ブロッ

クで計画を立てておられます。工事期間中は隣接地に迷惑のかからないようにお願

いするとこのとで、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、１０番。 

○３番（清田順次君） 譲受人の北側に位置する当該地ということでございます。建設

業をやっておられるということで、資材置場で使うということでございます。砕石

を敷き転圧をかけて、雨水は地下浸透、戸外に配慮して自己所有の土地の南側の側

溝まで流すということです。許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、１１番は始末書が添付されておりますので、さきに、事務

局より始末書の朗読をお願いいたします。 

○事務局（二階堂正一郎君） ― １１番の案件について顚末書朗読 ― 

○議長（東 令佐君） 担当委員、説明をお願いします。 

○３番（清田順次君） 前項の１０番の譲受人の住宅の西側に当該地があるということ

で、先ほど申し上げましたように、裏手に資材置場を設置するということで、そこ

の住宅と裏に行く資材置場の通路として使うということで、必要な道路ということ

で、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。ご意見、ご質問はございませ

んか。 

(なしの声) 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 
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農地法第５条、農地の転用許可申請について、原案どおり許可相当と意見決定す

ることに異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

(全員 挙手) 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第１５号について、許可相当と意見

決定することに決定しました。 

議第１６号、農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

事務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第１６号、農用地利用集積計画の決定について。農業経

営基盤強化促進法第１８条第１項により平成２５年農用地利用集積計画（案）によ

る利用権の設定等について次のとおり意見決定するものとする。平成２５年２月２

８日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

別紙、農用地利用集積計画（案）のとおり、玉名市長より意見を求められており

ます。１８ページから１９ページまでの２１件の集積です。利用権設定が２０件の

５万５,１９２㎡、利用権転貸が１件の５,９１４㎡で、合計２１件の６万１,１０６

㎡の集積でございます。 

（事務局より別紙説明書を個々に説明） 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えご

提案申し上げております。よろしくご審議をお願いします。 

○議長（東 令佐君） 事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。 

(なしの声) 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

農用地利用集積計画の決定について、原案どおり意見決定することに異議のない

方は挙手をお願いいたします。 

(全員 挙手) 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第１６号は原案どおり意見決定する

ことに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．報 告 

○議長（東 令佐君） 続いて、報告に移ります。報告第３号から報告第５号まで、事

務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 報告第３号、農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書につい

て。農地法第１８条第６項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した

旨の通知を受理したので報告します。平成２５年２月２８日提出、玉名市農業委員

会会長、東令佐。 
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今回は２２件の解約の通知を受理しております。 

続きまして、２６ページをお願いします。 

報告第４号、農地の形状変更届について。下記農地の形状変更届がありましたの

で報告します。平成２５年２月２８日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

今回は２件の届けを受理しております。６０㎝から１ｍ程度盛土して、野菜畑と

して利用するものでございます。 

次に、報告第５号、許可不要転用届について。下記のとおり許可不要転用届を受

理したので報告します。平成２５年２月２８日提出、玉名市農業委員会会長、東令

佐。 

今回は、農作業用機械、肥料等を保管する農業用倉庫の建設１件の届けを受理し

ております。 

以上、ご報告を終わります。 

○議長（東 令佐君） 事務局より報告が終わりました。質問などございませんか。 

(なしの声) 

○議長（東 令佐君） ないようですので、本日予定していました議案審議と報告を終

わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．その他 

○議長（東 令佐君） その他で何かございませんか。 

○４番（西川英文君） 下限面積要件について、玉名市の下限面積が一律に５０ａとな

っておりますけれども、玉名市の場合は、平野部にはまとまった広い土地があるわ

けですけれども、山手の方につきましては、面的に狭くなっています。下限面積あ

たりを少し緩和して、家庭菜園とか、そういった新しく転入して来られた方が利用

できるような形にしてはどうかと、私は思っているんですけれども。玉名市の５０

ａの下限面積はいつの時点で決まったのか、そしてまたそれを変えるときにはどう

した方法がいいのかお尋ねします。 

○事務局長（永井正治君） ５０ａの決定については、これは農地法で北海道は２ha、

その他の地域については５０ａということで、これは農地法で決められております。

それと、下限面積の変更については、農地法の改正で、そこの農業委員会の総会に

おいて下限面積の変更はできるようになっております。 

○４番（西川英文君） それは、玉名市一帯で、一つの規定を作らないといけないとい

うことですか。 

○事務局長（永井正治君） 鹿本市あたりは、旧菊鹿とか旧町でですね、多少分けられ

ているところもあります。今さっきおっしゃられたように、山間部については２０
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ａとか、そういう割り方ができないわけではありませんので、今西川委員の方から

出ましたことについては、総会の中で議論していって、そういう山間部についての

下限面積の緩和というのは考えていいのかなと思います。 

○４番（西川英文君） 早急に結論出すわけではなくて、そういうのも委員さんと相談

しながら、今年度あたりに決めてまいるように、よろしくお願いします。 

○事務局長（永井正治君） 今、西川委員の方から下限面積について、緩和してもいい

んじゃないかという意見でございますけれども、皆さんの方もですね、また他市の

状況あたりも把握されてないかと思いますので、３月の総会に間に合うように、事

務局の方で県下の下限面積の状況あたりを調べて、ご報告しながら、この面積の緩

和については検討していきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○１３番（本田多美子君） 私も下限面積の変更はよかと思いますけれど、いろんなと

ころで、緩和したときにメリット、デメリットあると思うんですけど、そういうの

をもし資料的にあれば、それも一緒に提供してはいいかなと思います。 

○事務局長（永井正治君） 農業委員会はあくまでも農地有効利用を図るというのが原

則ですので、本当に農地を農業として活用されるのがいいのか、家庭菜園というの

は、農業に当たらないと思いますけれども、家庭菜園あたりの活用、それはあくま

でも優良農地というよりも耕作放棄地の活用というか、そういう形での家庭菜園へ

の利用というのは、確かに耕作放棄地の解消へもつながるのかなと考えます。その

辺が微妙なメリット、デメリットのあるところで、この辺を調べてまた次回の総会

でお示ししたいと思います。 

○３番（清田順次君） それから１つ、よろしいですか。２つ作るというわけにはいか

ないとですか。 

○事務局長（永井正治君） いや、可能です。 

○３番（清田順次君） そういうふうな、私が言っているのはね、耕作放棄地で作るた

めの家庭菜園とか、そういうやつの下限面積です。それと今現行ある５０ａという

ふうな、２つあったら非常に便利かなと。 

○事務局長（永井正治君） いずれにしてもメリット、デメリット、いろいろあると思

いますので。 

○３番（清田順次君） 農地の売買とかそういうのは、下限面積を２つ作ったってよか

たい。貸し借りはできるんだけど買うことはできないとか、そういうふうな、本来

のデメリット等を解消するために２つ作ったらどうかという。できないのかという

ことです。 

○事務局次長（西村則義君） 島根県でしたか、下限面積が１ａというところがござい

ました。それから、地域を限定して下限面積を設定されているところもあります。
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そういったところも含めて、３月の総会のときに資料を出したいと思いますけれど

も、そのとき少し説明させていただきたいと思いますけれども。 

○２番（取本一則君） 今日の熊日だったかな、推進法で町外から玉名市に住んでくだ

さいという。だから、そういう今島根県の話をされたけれども、よそから来て、空

き家あたりに入って、１ａぐらいを作って、玉名市に住みたい、島根県に住みたい

というようなそれも町自体でしよんなはるわけです。だから、地域振興課で定住促

進をしよるなら、玉名市の考えとして、何もでけんなら、農地を少しでも借りて、

どこか玉名市に住みたいと。それも５反一遍にはでけんけん、２畝とかにして、あ

ちらで貸すところのあるなら、住みたいという人を、地域振興と農林水産課、農業

委員会とか、いろいろな課があるけど、そういうところあたりと一緒になって、家

庭菜園をしながらでも玉名市に住んでちょっとやりたいという人もおるかもしれん

もんだけんですね。その辺はいろんな形で考えて進めてもらえればなと思うとです

もんね。だから、そこらあたりをもうちょっと考えていただきたい。 

それと、ここで今３６名でおって、今日、農業委員会の場でその他で話が出され

ているんですけれども、今各部会があるじゃないですか、耕作放棄地部会とか、農

振化、この間認定農業者との話し合いした部会に分かれているみたいで、ああいう

部会の中でも、毎月じゃないけど、上半期、下半期と年に３回ぐらい、そういう会

議を、部会の中でいろんな問題の会議を本当はしたいなという気持ちは、私は持っ

とっとです。その中で、そういう話も出てくるし、下限面積の話とかいろいろな話

が出てくるです。かつ、そういう部会の中でたまには、３カ月に一遍とか、４カ月

に一遍とか、それで、そういう話が出たことは、逆に農業委員会として玉名市の市

長あたりに提言とか建議あたりもしていったらいいかなという気持ちはあるとです

よね。玉名市のいろいろな農作物の問題もあるし、いろんな気持ちを皆さん持っと

る。そういうやつも今後していかにゃいかんなと思うています。そのときはよろし

くお願いします。 

○１０番（坂本誠二君） 下限面積の件で確認したいんですけれども、先ほど事務局の

方が下限面積を変更することについての資料とかメリット、デメリットについて資

料を作りますということで、その案を最終的に３月の総会に出しますということで

あれば、３月の総会で農業委員会の席で、その資料をもとに変更するということに、

そういうふうに解釈していいですかね。 

○事務局長（永井正治君） 基本的な決定はまだ早いと思いますので、議論をしながら、

熟成された上で決定せんといかんだろうと思います。実際、下限面積は５０ａにし

ておりますけれども、実際本当に農業を新規でやりたいとか、そういう相談に来ら

れたときには、農地を２反とか３反で市の認定農業者の認定を取っていただければ、
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基盤強化法で、２０ａでも３０ａでも基盤強化法での活用ができます。ですから、

私たちは優良農地を守っていくために、そういう新規の方がおれば、そういう手法

で現在も２０ａ、３０ａでの農地の貸し付けは行っております。今、人・農地プラ

ンで集積をするような働きかけで、面的集積をしていくような、この日本の大きな

農業の流れの中で、優良農地を家庭菜園とかそういう目的でして果たしていいのか

なというのもちょっと疑問に思っております。 

ただ、先ほど耕作放棄地とかそういうのもありますので、それに限定するとか、

そういうやり方が果たしていいのかどうかというのも、ちょっと私たちも今後検討

していかなん部分ではあるかとは思います。そういうのを含めた上で、少し時間を

かけてですね、ここの総会の中で議論をしていけば、というふうに思っております。 

○事務局次長（西村則義君） 平成何年だったかちょっと忘れましたけれども、この件

は以前の農業委員さんで一度検討されております。そのときは面積を下げようとい

う話も出たんですけど、何で下がらんだったかというと、例えば、今話に出た家庭

菜園程度の人が認定農業者で規模拡大をしよんなはる人の間に入んなはると、認定

農業者の人が困んなはるだろうという話も出ました。それから、地域を限定して下

限面積を下げるとなると、「どうしてあそこはあったつかい」と、「うちがえも下げ

れ」という話になって地域が限定できないという話もあったようです。そういった

ところが、以前の農業委員さんの話で出ております。 

○議長（東 令佐君） いろんな農業に参入したい方の考え次第で、内容は変わってく

ると思うですたいね。資料等内容を審議しながら進めていきたいと思います。この

ほかに何かございませんか。 

(なしの声) 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．閉 会 

○議長（東 令佐君） それでは、本日予定しておりました議案審議、報告についてを

終わります。慎重なる審議まことにありがとうございました。 

これをもちまして、第２回農業委員会総会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後３時２６分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

平成２５年２月２８日 

 

 

 

 玉名市農業委員会会長    東  令佐 
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